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○奈良県旅館業の業務の適正な運営の確保等に関する条例施行規則 

昭和五十八年十月二十五日 

奈良県規則第二十号 

〔旅館業法施行細則〕をここに公布する。 

奈良県旅館業の業務の適正な運営の確保等に関する条例施行規則 

(平三〇規則一〇・改称) 

旅館業法施行細則(昭和二十三年三月奈良県規則第十三号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第一条 この規則は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)、旅

館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)及び奈良県旅

館業の業務の適正な運営の確保等に関する条例(昭和二十四年一月奈良県条例第三号。以

下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(平三〇規則一〇・追加) 

(営業許可申請) 

第二条 省令第一条第一項に規定する申請書は、旅館業営業許可申請書(第一号様式)による

ものとする。 

2 省令第一条第二項の営業施設の構造設備を明らかにする図面は、各階平面図及び立面図

とする。 

3 省令第一条第一項に規定する申請書には、同条第二項に規定するもののほか、次に掲げ

る書類を添付しなければならない。 

一 営業施設の設置場所の周囲おおむね二百五十メートルの区域内の見取図(当該区域内

に法第三条第三項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定された土地

を含む。)がある場合は、その施設名及びその敷地の位置を明示すること。) 

二 営業に関し他の法令の規定により許可、認可等を要する場合は、当該許可証、認可証

等の写し 

三 上水道水又は簡易水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書 

四 申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書 

五 その他知事が必要と認める書類 

(昭六一規則七・平一三規則七三・平一七規則二八・一部改正、平三〇規則一〇・

旧第一条繰下・一部改正、令二規則三一・令五規則二三・一部改正) 

(営業承継承認申請) 
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第三条 省令第一条の三第一項、第二条第一項及び第三条第一項に規定する申請書は、旅館

業営業承継承認申請書(第二号様式)とする。 

(昭六一規則七・追加、平三〇規則一〇・旧第二条繰下・一部改正、令五規則二三・

一部改正) 

(申請書記載事項変更の届出) 

第四条 省令第四条の規定による申請書に記載した事項の変更の届出は、旅館業営業許可申

請書等記載事項変更届(第三号様式)によるものとする。 

2 前項の旅館業営業許可申請書等記載事項変更届には、次に掲げる書類を添付しなければ

ならない。 

一 営業の許可を受けた者(以下「営業者」という。)が法人である場合において代表者を

変更したときは、登記事項証明書 

二 構造設備を変更した場合は、変更部分を明らかにした図面 

三 前号の場合において、他の法令の規定により許可等を要するときは、その許可証等の

写し 

(昭六一規則七・旧第二条繰下・一部改正、平一七規則二八・一部改正、平三〇規

則一〇・旧第三条繰下) 

(旅館業の停止等の届出) 

第五条 省令第四条の規定による営業の全部又は一部の停止又は廃止の届出は、旅館業停止

(廃止)届(第四号様式)によるものとする。 

2 前項の旅館業停止(廃止)届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 営業の全部を廃止した場合は、営業許可証 

二 営業の一部を停止し、又は廃止した場合は、その停止し、又は廃止した営業施設の構

造設備を明らかにした図面 

(昭六一規則七・旧第三条繰下・一部改正、平三〇規則一〇・旧第四条繰下・一部

改正) 

(旅館業の再開の届出) 

第六条 営業者は、停止している営業の全部又は一部を再開しようとするときは、旅館業再

開届(第五号様式)によりその旨を知事に届け出なければならない。 

2 停止している営業の一部を再開しようとするときは、前項の旅館業再開届に、その再開

しようとする営業施設の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。 

(昭六一規則七・旧第四条繰下・一部改正、平三〇規則一〇・旧第五条繰下) 
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(宿泊者名簿) 

第七条 省令第四条の二第三項第二号の知事が必要と認める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 客室の名称又は番号 

二 性別及び年齢 

三 到着年月日 

四 出発年月日 

五 前宿泊地 

六 行先地 

(平三〇規則一〇・追加) 

(水質検査項目等) 

第八条 条例第四条第四号に規定する検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 

一 色、濁り、臭い及び味については、一日一回以上検査を行うこと。 

二 一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、全有機炭素の量並

びにpH値については、一年に一回以上検査を行うこと。 

2 条例第四条第七号ア(2)の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

一 浴槽水の水質の基準は、次の表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の中

欄に掲げる検査の方法において、同表の下欄に定めるとおりであること。ただし、温泉

水又は井戸水を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上支障がな

いと知事が認めるときは、同表の一及び二の基準によらないことができる。 

一 濁度 比濁法、透過光測定法、積分球

式光電光度法、散乱光測定法又

は透過散乱法 

五度以下であること。 

二 全有機炭素の量又は過

マンガン酸カリウム消費

量 

全有機炭素の量の場合は全有

機炭素計測定法、過マンガン酸

カリウム消費量の場合は滴定

法 

全有機炭素の量の場合は一リ

ットル中八ミリグラム以下、過

マンガン酸カリウム消費量の

場合は一リットル中二十五ミ

リグラム以下であること。 

三 大腸菌 下水の水質の検定方法等に関

する省令(昭和三十七年厚生省

令・建設省令第一号)第六条に

規定する方法 

一ミリリットル中に一個以下

であること。 
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四 レジオネラ属菌 ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮

法 

検出されないこと(百ミリリッ

トル中に十cfu未満)。 

二 原水、原湯、上がり用水及び上がり用湯の水質の基準は、次の表の上欄に掲げる事項

の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる検査の方法において、同表の下欄に定める

とおりであること。ただし、温泉水又は井戸水を使用するものであるため、この基準に

より難く、かつ、衛生上支障がないと知事が認めるときは、同表の一から四までの基準

によらないことができる。 

一 色度 比色法又は透過光測定法 五度以下であること。 

二 濁度 比濁法、透過光測定法、積分

球式光電光度法、散乱光測定

法又は透過散乱法 

二度以下であること。 

三 pH値 ガラス電極法 五・八以上八・六以下である

こと。 

四 全有機炭素の量又は過マ

ンガン酸カリウム消費量 

全有機炭素の量の場合は全有

機炭素計測定法、過マンガン

酸カリウム消費量の場合は滴

定法 

全有機炭素の量の場合は一リ

ットル中三ミリグラム以下、

過マンガン酸カリウム消費量

の場合は一リットル中十ミリ

グラム以下であること。 

五 大腸菌 特定酵素基質培地法 検出されないこと。 

六 レジオネラ属菌 ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮

法 

検出されないこと(百ミリリ

ットル中に十cfu未満)。 

3 条例第四条第七号ア(3)の規則で定める温度は、貯湯槽に注入される原湯又は貯湯槽から

供給する温水の量が最大である状態においては摂氏五十五度と、その他の状態においては

摂氏六十度とする。 

4 条例第四条第七号ア(8)の規則で定める基準は、一リットル中〇・四ミリグラム程度とす

る。ただし、結合塩素のモノクロラミンにより消毒する場合の基準は、一リットル中三ミ

リグラム程度とする。 

5 条例第四条第七号イ(2)の規則で定める基準は、第二項第二号に定める基準とする。 

(平一三規則七三・追加、平一五規則五四・旧第七条繰上・一部改正、平一五規則

二四・一部改正、平三〇規則一〇・旧第六条繰下・一部改正、令二規則四九・令七

規則五七・一部改正) 
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(外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置) 

第九条 条例第七条の規則で定めるものは、次に掲げる措置とする。 

一 外国語を用いて、旅館業の施設の設備の使用方法に関する案内をすること。 

二 外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供すること。 

三 外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における連絡先に関する案

内をすること。 

四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める措置 

(平三〇規則一〇・追加) 

(周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明) 

第十条 条例第八条第一項の規定による説明は、書面の備付けその他の適切な方法により行

わなければならない。 

2 条例第八条第一項の規則で定めるものは、次に掲げる事項とする。 

一 騒音の防止のために配慮すべき事項 

二 ごみの処理に関し配慮すべき事項 

三 火災の防止のために配慮すべき事項 

四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 

(平三〇規則一〇・追加) 

(知事への定期報告) 

第十一条 条例第十一条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 各月の宿泊者数 

二 各月の延べ宿泊者数 

三 各月の国籍別の延べ宿泊者数の内訳 

四 各月の稼働状況等を把握するために知事が必要と認める事項 

2 条例第十一条の規定による報告は、営業施設ごとに、毎年一月、四月、七月及び十月の

十五日までに、それぞれの月の前三月分について行わなければならない。 

(平三〇規則一〇・追加) 

(知事が公表する事項) 

第十二条 条例第十二条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 営業施設の所在地その他の省令第一条第一項に規定する申請書に記載されている事

項のうち知事が必要と認める事項 

二 許可年月日 
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(平三〇規則一〇・追加・旧第九条繰下) 

(営業者の遵守事項) 

第十三条 営業者は、その営業を行うについて次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 非常時の場合の避難路を明示した施設図を客室、廊下等の適当な場所に表示すること。 

二 簡易宿所営業以外の営業施設においては、宿泊者相互の同意がないときは、宿泊者を

同室させないこと。 

三 次に掲げる事項を記載した営業従事者名簿を整備しておくこと。 

ア 住所、氏名及び生年月日 

イ 就業年月日 

ウ 健康診断受診年月日及び疾病の有無 

エ 退職年月日 

(昭六一規則七・旧第六条繰下・一部改正、平一三規則七三・旧第七条繰下、平一

五規則五四・旧第八条繰上、平三〇規則一〇・旧第七条繰下・一部改正・旧第十条

繰下) 

(提出書類の部数及び経由機関) 

第十四条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、正本及び副本各一通

とし、営業施設の所在地を管轄する保健所の長を経由しなければならない。 

(昭六一規則七・旧第八条繰下、平一三規則七三・旧第九条繰下、平一五規則五四・

旧第十条繰上、平三〇規則一〇・旧第九条繰下・旧第十一条繰下) 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、昭和五十八年十一月一日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際この規則による改正前の旅館業法施行細則(以下「改正前の規則」と

いう。)の規定により交付されている許可指令書で現に効力を有するものは、この規則に

よる改正後の旅館業法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された

ものとみなす。 

3 この規則の施行の際改正前の規則の規定により提出されている書類は、改正後の規則の

相当規定により提出された書類とみなす。 

4 この規則の施行の際現に申請がなされている法第三条第一項の許可に係る構造設備の

基準については、改正後の規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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5 この規則の施行の際現に法第三条第一項の規定による営業の許可を受けて旅館業を営

業している者及び前項の規定の適用を受けて法第三条第一項の許可を受けた者に係る営

業施設の構造設備が、改正後の規則第五条の構造設備の基準に適合しない場合の当該適合

しない構造設備については、当該許可を受けた者が引き続いて当該営業を営んでいる間は、

これを増築し、又は改築する場合を除き、改正後の規則第五条の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 

6 この規則の施行の際現に備えられている改正前の規則第九条第一項の規定による宿泊

者名簿は、改正後の規則第七条第一項の規定による宿泊者名簿とみなす。 

7 この規則の施行の日前に使用を終えた改正前の規則第九条の規定による宿泊者名簿は、

改正後の規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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附 則(昭和六一年規則第七号) 

(施行期日) 

1 この規則中第一条及び次項から附則第七項までの規定は昭和六十一年六月二十四日か

ら、第二条の規定は同年六月二十七日から施行する。 

(経過措置) 

2 第一条の規定の施行の際第一条の規定による改正前の旅館業法施行細則の規定により

提出されている書類は、第一条の規定による改正後の旅館業法施行細則(以下「改正後の

規則」という。)の相当規定により提出された書類とみなす。 

3 第一条の規定の施行の際既に旅館業の用に供することを目的として建築基準法(昭和二

十五年法律第二百一号)第六条第一項の申請(以下「建築確認申請」という。)がなされてい

る施設の旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第一項の

許可に係る構造設備の基準のうち玄関帳場の基準については、改正後の規則第六条第一項

第一号(同条第二項第三号において準用する場合を含む。附則第五項において同じ。)の規

定にかかわらず、なお従前の例による。 

4 第一条の規定の施行の際現に建築確認申請がなされている施設の法第三条第一項の許

可に係る構造設備については、改正後の規則第六条第二項第二号又は同条第四項の規定は、

適用しない。 

5 第一条の規定の施行の際現に旅館業の用に供されている施設(附則第三項の規定の適用

を受け、かつ、法第三条第一項の許可を受け旅館業の用に供されることとなる施設を含

む。)の構造設備の基準のうち玄関帳場が改正後の規則第六条第一項第一号に規定する基

準に適合しない場合は、当該施設を増築し、改築し、又は大規模な模様替えをするときを

除き、当該適合しない構造設備の基準については、改正後の規則第六条第一項第一号の規

定にかかわらず、なお従前の例による。 

6 第一条の規定の施行の際現に旅館業の用に供されている施設(附則第四項の適用を受け、

かつ、法第三条第一項の許可を受け旅館業の用に供されることとなる施設を含む。)の構

造設備については、改正後の規則第六条第二項第二号又は同条第四項の規定は、第一条の

規定の施行の日から当該施設を増築し、改築し、又は大規模な模様替えをするまでの間は、

適用しない。 

7 附則第三項及び第四項の規定は、昭和六十二年六月二十四日までに建築基準法第七条第

三項に規定する検査済証の交付を受けない施設については、適用しない。 

附 則(平成三年規則第二一号) 
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(施行期日) 

1 この規則は、平成三年十月一日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際改正前の規則の規定により交付されている許可証、証明書等で現に

効力を有するものは、改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。 

3 この規則の施行の際改正前の規則の規定により現に提出されている申請書、届出書等は、

改正後の規則の規定により提出されたものとみなす。 

4 この規則の施行の際改正前の規則の規定による用紙で現に残存するものは、改正後の規

則の規定にかかわらず、平成四年三月三十一日までの間なお使用することができる。 

附 則(平成五年規則第四四号) 

この規則は、平成五年四月一日から施行する。 

附 則(平成一〇年規則第一六号) 

この規則は、平成十年十月一日から施行する。 

附 則(平成一三年規則第七三号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際現に申請がなされている法第三条第一項の許可に係る構造設備の

基準については、この規則による改正後の旅館業法施行細則(以下「改正後の規則」とい

う。)第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

3 この規則の施行の際現に法第三条第一項の許可を受けている者(前項の規定の適用を受

け、法第三条第一項の許可を受ける者を含む。)の当該旅館の構造設備が改正後の規則第

六条に規定する基準に適合しない場合は、当該者が引き続き旅館業営業を営んでいる間は、

当該適合しない構造設備の基準については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

4 この規則の施行の際現に備えられているこの規則による改正前の旅館業法施行細則第

八条第一項の規定による宿泊者名簿は、改正後の規則第九条第一項の規定による宿泊者名

簿とみなす。 

附 則(平成一五年規則第五四号) 

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 

附 則(平成一五年規則第二四号) 
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この規則は、平成十六年一月一日から施行する。 

附 則(平成一七年規則第二八号) 

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。 

附 則(平成一七年規則第五九号) 

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一号様式の改正規定は公布の

日から、第八条第一項に二号を加える改正規定は平成十七年七月一日から施行する。 

附 則(平成二六年規則第六四号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の旅館業法施行細則の規定により提出

されている書類は、この規則による改正後の旅館業法施行細則の相当規定により提出され

た書類とみなす。 

附 則(平成三〇年規則第一〇号) 

(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年十月一日か

ら施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の旅館業法施行細則の規定により

提出されている書類は、第一条の規定による改正後の奈良県旅館業の業務の適正な運営の

確保等に関する条例施行規則の相当規定により提出された書類とみなす。 

附 則(令和二年規則第四九号) 

この規則は、令和二年四月一日から施行する。 

附 則(令和二年規則第三一号) 

(施行期日) 

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により提出さ

れている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定により提出されたものと

みなす。 

附 則(令和三年規則第六四号) 
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この規則は、令和三年四月一日から施行する。 

附 則(令和五年規則第二三号) 

(施行期日) 

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の奈良県旅館業の業務の適正な運営の

確保等に関する条例施行規則の規定により提出されている書類は、この規則による改正後

の奈良県旅館業の業務の適正な運営の確保等に関する条例施行規則の相当規定により提

出されたものとみなす。 

附 則(令和七年規則第五七号) 

この規則は、令和七年四月一日から施行する。 



23/23 

第1号様式(第2条関係) 

(平30規則10・全改、令2規則31・令3規則64・令5規則23・一部改正) 

第2号様式(第3条関係) 

(昭61規則7・追加、平26規則64・平30規則10・令2規則31・令3規則64・令5規則

23・一部改正) 

第3号様式(第4条関係) 

(昭61規則7・旧第2号様式繰下・一部改正、平10規則16・平17規則28・平26規則

64・平30規則10・一部改正) 

第4号様式(第5条関係) 

(昭61規則7・旧第3号様式繰下・一部改正、平26規則64・平30規則10・令3規則64・

一部改正) 

第5号様式(第6条関係) 

(昭61規則7・旧第4号様式繰下・一部改正、平26規則64・平30規則10・令3規則64・

一部改正) 

 


